
国
民
年
金
・
厚
生
年
金
保
険
 

老
齢
給
付
の
裁
定
請
求
書
の
「
事

前
送
付
」
が
は
じ
ま
り
ま
し
た
 

inform
ation

年
金 

募
集 

自
衛
隊
生
徒
募
集
 

保
険
医
療 

退
職
者
医
療
制
度
を
 

　
　
　
　
ご
存
じ
で
す
か
？
 

　
平
成
18
年
度
の
自
衛
隊
生
徒
の

募
集
が
始
ま
り
ま
し
た
。
 

　
４
年
間
の
コ
ー
ス
で
、
３
年
時

に
高
校
卒
業
の
資
格
が
得
ら
れ
、

大
学（
防
大
な
ど
）進
学
も
で
き
ま

す
。
 

受
　
付
 

　
１
月
10
日（
火
）ま
で
 

受
験
資
格
 

　
15
歳
以
上
17
歳
未
満
の
男
子
 

試
験
日
 

　
１
月
14
日（
土
）
 

試
験
場
所
 

　
松
山
大
学
 

試
験
科
目
 

　
国
語
、
社
会
、
数
学
、
理
科
、

英
語
、
作
文
 

※
　
公
立
・
私
立
高
校
の
試
験
科

目
と
同
じ
で
す
。
 

　
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。
 

 問
い
合
わ
せ
 

　
自
衛
隊
松
山
募
集
案
内
所
 

　
９
４
７
―
３
０
４
０
 

　
社
会
保
険
庁
で
は
、
年
金
請
求

者
の
利
便
性
の
向
上
や
裁
定
請
求

漏
れ
の
防
止
を
図
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
、
社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ

ー
が
管
理
し
て
い
る
年
金
加
入
記

録
に
よ
り
、
老
齢
基
礎
年
金
の
受

給
要
件
が
確
認
で
き
た
方
に
対
し
、

年
金
加
入
期
間
な
ど
を
あ
ら
か
じ

め
印
字
し
た
「
裁
定
請
求
書
」
を

年
金
開
始
年
齢
到
達
月
の
３
か
月

前
に
、
本
人
宛
に
送
付
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。 

　
送
付
対
象
者
は
、『
年
金
の
受

給
資
格
が
あ
り
、
60
歳
及
び
65
歳

で
受
給
権
が
発
生
す
る
方
』と
し

て
お
り
、「
裁
定
請
求
書
」に
は
、

基
礎
年
金
番
号
・
氏
名
・
生
年
月

日
・
性
別
・
住
所
及
び
年
金
加
入

履
歴
な
ど
が
あ
ら
か
じ
め
印
字
さ

れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
到
達
月

の
３
か
月
前
に
送
付
し
ま
す
。 

　
ま
た
、
60
歳
で
受
給
資
格
が
確

認
で
き
な
い
方
に
は
裁
定
請
求
の

案
内（
は
が
き
）を
送
付
し
ま
す
。 

　
平
成
17
年
10
月
か
ら
実
施 

（
対
象
者
） 

・
　
60
歳
到
達
月
の
３
か
月
前

の
送
付
は
、
昭
和
21
年
１
月

２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
方
。 

・
　
65
歳
到
達
月
の
３
か
月
前

の
送
付
は
、
昭
和
16
年
１
月

２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
方
。 

問
い
合
わ
せ 

　
松
山
西
社
会
保
険
事
務
所 

　
９
２
５
―
５
１
０
５ 

　
長
い
間
会
社
や
役
所
な
ど
に
勤

め
、
厚
生
年
金
や
共
済
組
合
、
船

員
保
険
な
ど
か
ら
年
金
を
受
け
ら

れ
る
方
と
そ
の
被
扶
養
者
で
、
国

民
健
康
保
険
の
資
格
が
あ
る
方
が
、

老
人
保
険
制
度
の
適
用
を
受
け
る

ま
で
の
制
度
で
す
。 

対
象
と
な
る
方 

退
職
被
保
険
者
（
本
人
） 

（1）
　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
る（
又
は
、
こ
れ
か
ら
加
入

す
る
）方 

（2）
　
老
人
保
健
制
度
の
適
用
を
受

け
て
い
な
い
方 

（3）
　
厚
生
年
金
や
各
種
共
済
組
合

な
ど
の
年
金（
た
だ
し
国
民
年

金
を
除
く
）を
受
け
ら
れ
、
そ

の
加
入
期
間
が
20
年
以
上
、
も

し
く
は
40
歳
以
降
10
年
以
上
あ

る
方 

被
扶
養
者
と
な
る
方 

　
退
職
被
保
険
者
と
生
活
を
と
も

に
し
、
お
も
に
退
職
被
保
険
者
の

収
入
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
、

次
の
条
件
に
あ
て
は
ま
る
方
。 

（1）
　
退
職
被
保
険
者
の
直
系
尊
属
、

配
偶
者
と
３
親
等
内
の
親
族
又

は
配
偶
者
の
父
母
と
子 

（2）
　
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
で
、

老
人
保
健
の
適
用
を
受
け
て
い

な
い
方 

（3）
　
年
間
の
収
入
が
１
３
０
万
円

未
満
の
方 

 

届
出
が
必
要
で
す 

 

　
年
金
証
書
が
届
い
た
日
の
翌
日

か
ら
14
日
以
内
に
、
年
金
証
書
・

国
保
の
保
険
証
・
印
鑑
を
持
参
し

て
、
役
場
町
民
課
保
険
医
療
係
に

届
け
出
て「
国
民
健
康
保
険
退
職

被
保
険
者
証
」の
交
付
を
受
け
て

く
だ
さ
い
。 

 
お
医
者
さ
ん
に
か
か
る
と
き 

 
　
診
療
を
受
け
る
と
き
は
、「
国

民
健
康
保
険
退
職
被
保
険
者
証
」

を
医
療
機
関
の
窓
口
へ
提
出
し
て

受
診
し
て
く
だ
さ
い
。 

　
医
療
機
関
に
支
払
う
一
部
負
担

金
は
次
の
と
お
り
で
す
。 

・
　
退
職
被
保
険
者（
本
人
） 

　
入
院
・
外
来
と
も
３
割 

・
　
被
扶
養
者（
家
族
） 

　
入
院
・
外
来
と
も
３
割 

※
　
入
院
時
の
食
事
代
と
外
来
の

薬
剤
に
か
か
る
一
部
負
担
に
つ

い
て
は
、
一
般
の
国
保
と
同
様

に
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。 

 

適
用
を
受
け
な
く
な
る
と
き 

 

○
　
国
民
健
康
保
険
の
資
格
を
喪

失
し
た
と
き
。 

○
　
退
職
被
保
険
者
が
老
人
保
健

制
度
の
対
象
と
な
っ
た
と
き
。 

　
（
こ
の
場
合
は
、
国
保
の
一
般

被
保
険
者
と
な
り
ま
す
。） 

○
　
退
職
被
保
険
者
本
人
の
資
格

が
な
く
な
っ
た
と
き
。 

（
被
扶
養
者
は
、
国
保
の
一
般
被

保
険
者
と
な
り
ま
す
。） 

問
い
合
わ
せ 

　
役
場
町
民
課
保
険
医
療
係 

　
９
８
５
―
４
１
０
７ 

 

　平成17年松前町議会第４回定例会（12
月議会）の開催は12月６日（火）を予定し
ています。 
　問い合わせ 

議会事務局　　985－4130
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